
【LIFE BEACON レンタル利用規約】

１．免責事項
LIFE BEACON は、「対象の発見を補助する機器」であり、対象の発見を 100％保証するものではありません。
機器またはアプリを使用中に発生した事故などにつきましては、当社はその責任を一切負いかねます。

２．レンタル継続
本サービスは自動更新です。

３．契約期間
（１）月間契約
歴月単位です。（お申込日の属する月の 1 日を起算日として 1 ケ月単位の契約）
初回レンタル料金は 1 ヶ月分とし、月の途中に契約期間が開始した場合でも日割り計算は致しません。

（２）年間契約
LIFE BEACON の発送月を基準とし、12 ヶ月目の末日までとします。
例）2019 年 5 月 20 日に端末を発送した場合、2020 年 5 月 31 日が契約満了日となります。

４．解約
解約を希望する場合は、所定の期日（※1）までに必ず当社に対して解約の意思をお知らせください。
解約の意思の表示を行った場合、契約満了日から１週間以内に LIFE BEACON をご返送ください。
1 週間以内にご返却がない場合は、LIFE BEACON の紛失とみなし、当社が定める代金をご請求いたします。解約届のご提出
が契約満了前であっても、レンタル料金の返還はいたしません。
※1. 年間契約の場合は契約満了日の 1 カ月前まで　月間契約の場合は毎月 20 日まで

５．契約解除
契約満了日までにレンタル料金のお支払いが確認できない場合、本サービスの契約を解除致します。当社から発送する契約
解除のお知らせが届いてから 1週間以内に LIFE BEACONをご返送ください。
1週間以内にご返却がない場合は、LIFE BEACONの紛失とみなし、当社が定める代金をご請求いたします。
また、お客様が本規約に違反された場合、当社は特別の通知、催告なしに本契約を解除できるものとし、お客様には LIFE B
EACONを返却していただきます。

６．ヘリ捜索（COCOHELI TOWN）
捜索要請時に捜索ヘリが有料で出動し、捜索対象者の「捜索と位置特定」を行い、特定した位置情報を捜索要請者へ報告す
るサービスです。位置特定後の救助・保護活動は本サービスに含まれません。
※天候などの諸条件により捜索ヘリが出動できない場合がございます。
※沖縄、島嶼部は捜索エリア対象外です。
※捜索対象者の発見を 100%保証するものではございません。また、当社は本サービスによって捜索対象者を発見できなか
ったことに対する責任を一切負いかねます。

７．登録内容の変更
お申し込み時点から、お申込みに際して当社に対して届け出た情報（氏名・住所・電話番号・クレジットカード情報（紛失
時の再発行や更新、解約等）・メールアドレスなど）に変更がある場合は速やかにお申し出ください。

８．紛失・破損
紛失や破損した場合は、当社が定める代金をご請求いたします。
なお、お取替え後に紛失した LIFE BEACON を発見した場合は速やかに当社へご連絡・ご返送ください。
その際、既にいただいた交換費用の返還はいたしません。

９．レンタル端末の取扱い
LIFE BEACON の所有権は当社にあります。第三者への譲渡・販売・担保提供その他一切の処分を固く禁止します。

１０．利用規約の変更
当社は以下の場合に、当社の裁量により、利用規約を変更することができます。
・利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。
・利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に
係る事情に照らして合理的なものであるとき。
当社は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の１か月前までに、利用規約を変更する旨及び
変更後の利用規約の内容とその効力発生日をユーザーに電子メールまたは書面にて通知します。
変更後の利用規約の効力発生日以降に、ユーザーが本サービスの契約を継続した場合、ユーザーは利用規約の変更に同意し
たものとみなします。
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